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◆国民年金保険料の金額
　平成30年４月分から平成31年３月分までの国民
年金保険料額は、月額16，340円となっています。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書
により金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納
めることができます。納付期限までに納めていただ
けない方に対して、電話・文書・訪問により早期に納
めていただくよう案内をおこなっています。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合
は、保険料が免除・猶予される制度がありますので
ご相談ください。

平成３０年度
国民年金保険料について 平成３０年工業統計調査を

実施します
★平成30年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての
製造事業所を対象に６月１日時点で実施します。
★この調査は、我が国における工業の実態を明らかにす
ることを目的としています。
★調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及

び地域行政施策のための基礎資料として利
活用されます。
★調査票に御記入いただいた内容は、統計作
成の目的以外（税の資料など）に使用するこ
とは絶対にありません。
★お忙しい中、誠に恐れ入りますが、調査の趣
旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろ
しくお願いいたします。

お問い合せ先お問い合せ先 鏡野町役場まちづくり課
（直通電話：（0868）54-2982）

津山年金事務所 国民年金課  電話（０８６８）３１-２３６0
鏡野町役場 住民税務課 国民年金係   電話（０８６８）５４-２９８５ 経済産業省・岡山県・鏡野町

工業統計
キャラクター
「コウちゃん」

　！ご活用ください！
　・前納制度を利用した割引納付　　
　・口座振替やクレジットカード払いなどの
　　納付方法　等々

５月は「日本赤十字運動月間」です。
　日本赤十字社は、国内外の災害時の救護をはじめ、病気で苦しむ方々
のサポートや各種ボランティア活動、地域に密着した福祉活動など幅広い
分野で活動を行っています。
　こうした日本赤十字社の趣旨にご賛同いただき、会員としてご加入いた
だける方には年額 500円以上の会費のご協力をお願いしております。
　５月は日本赤十字運動月間となっており、鏡野地区は老人クラブ、奥津
地区はブロック会長、上齋原地区は民生児童委員、富地区は連絡員の方々
がそれぞれ会員加入のお願いに参ります。
　なお、日本赤十字社の会員加入は強制ではありませんが、日本赤十字社の活動資金は多くの方々の温か
い善意によって支えていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

●日本赤十字社では、地域の希望に応じて講習・講演や防災セミナーを開催しています●
　日本赤十字社では、皆様が健康で安全な生活が送れるよう、事故や急病の予防や救急手当・高齢者の介護
の方法の講習や、医師や看護師等の専門の講師を派遣しての講演を行っています。
　また、災害時には、専門機関が救助活動を行うまでの間、被災者自身が自分や家族を守る（自助）とともに、
地域の中でお互いを守ること（共助）が大切です。日本赤十字社では地域コミュニティの中で「自助」「共助」の
力を高め災害からいのちを守るため、災害図上訓練や講義、炊き出し体験等の防災セミナーを行っています。

　地域で各講演・講習・防災セミナーの開催を希望される場合は、3か月前までに日本赤十字社鏡野町分区ま
で申し込みください。

平成2９年度の赤十字運動月間では、2211名の方々に2,094,000円の会費をご協力いただきました。
誠にありがとうございました。

鳥取県中部地震での活動の様子
（提供：日本赤十字社）

日本赤十字社岡山県支部鏡野町分区（鏡野町保健福祉課内）
電話（0868）54-2986   FAX（0868）54-2891

お問い合せ先


